
 

 

介護保険料の滞納により、介護保険証に「支払方法変更」の記載がある場合は、介

護サービスを利用した際、通常お支払いいただく１割から３割の利用者負担ではなく、

一度全額（10割分）をお支払いいただく必要があります。その後、葛飾区へご申請い

ただくことで、ご利用者様の利用者負担等に応じた差額を払い戻しいたします。 

なお、介護保険料の滞納状況によって、払い戻される金額が、お持ちの介護保険負

担割合証に記載されている利用者負担割合と異なる場合がございます。 

また、ご利用者様がお亡くなりの場合、必要な書類が異なりますので管理係までお

問い合わせください。 

 

○申請に必要な書類 

 ① 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費・地域密着型介護（介護予防） 

サービス費・施設介護サービス費支給申請書 

※サービスを利用した月ごとの申請書の提出が必要です。 

※原則、ご利用者様本人名義の口座をご記入ください。 

 なお、ご利用者様と口座名義人が異なる場合、以下の書類が必要です。 

 ● 委任状 

 ● 代理人の身元確認書類（運転免許証など） 

  ② 領収証（原本） 

   ※ご利用者様の氏名、サービスの利用月、介護サービス事業者へお支払い 

いただいた 10割分の金額が記載されたもの。 

※金額が５万円以上の場合は収入印紙が必要になります。 

  ③ サービス提供証明書 

   ※介護サービス事業者の社印が押印されたもの。 

⇒②・③はご利用の介護サービス事業者が発行するものです。事業者へご確認く
ださい。 

 

 〇問い合わせ等 

葛飾区介護保険課管理係 電話 ０３－５６５４－８２４６（直通） 

介護保険証に支払方法変更の記載がある場合の 

居宅介護（介護予防）サービス費等の支給申請について（償還払い） 
 


